
 

 

市民意見募集（パブリックコメント）結果 

 

 「第２期和歌山市スポーツ推進計画（素案）」に対するご意見を募集した結果、３件のご意見をいた

だきましたので、次のとおり公表します。 

 

■募集案件の概要 

 

募集案件 第２期和歌山市スポーツ推進計画（素案） 

受付期間 令和５年１月３０日～令和５年２月２８日 

ご意見の件数 ２名・３件 

 

■ご意見の概要と市の考え方 

 

No ご意見の概要 市の考え方 

１ 

健康を意識して義務的に運動するのでは

なく、体を動かすことが楽しいから運動する

と考える市民が増えることは、素案での目標

を達成する上でも重要な視点ではないだろ

うか。体を動かす楽しみを提供できる空間づ

くりは、和歌山市でも行えると考える。つま

り、楽しめる運動に特化した施設として屋内

ランニング場、アスレチック施設、温泉、飲

食スペース等を兼ね備えた空間の整備をし

てはどうかというものだ。普段運動しない人

でも思い立ったその日に運動で楽しむこと

が出来る空間をつくることは、公共的な価値

も高いと考える。 

 

ご提案頂きました体を動かす楽しみを提

供できる空間づくりにつきましては、計画書

２０ページの施策項目②スポーツ施設等の

有効活用の②の文中「市民やスポーツ団体等

の意見を聞き、より充実した環境となるよう

整備に努めます。」及び計画書２４ページの

施策項目③つつじが丘総合公園の整備の②

の文中「多世代のあらゆる方がスポーツや遊

びを通して交流する、にぎわいを創出する拠

点として整備していきます。」に包含されて

いると考えまして、原案どおりといたします

が、本市のスポーツ振興への貴重なご意見と

して承り、施設整備など今後のスポーツ施策

を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 



２ 

 推進計画第４章１にある成果指標がスポ

ーツの実施率になっていますが、スポーツの

定義から考えるに成果を計る成果指標は「実

施」では無い様に思います。「観戦」も、「運

営参加」も成果だと思うのです。「実施」だ

けに焦点を当てると、スポーツは和歌山市民

の半分しか参加していない事になりますが、

スポーツ活動そのものだけでなく、関わる活

動も全て含めて計画すれば、それこそ本当に

多く市民が関わる活動になるのではと思い

ますし、国のスポーツ基本計画で定義されて

いる、“様々な形での「自発的な」参画”で

あり、和歌山市が進めなければならない活動

ではないのだろうかと思います。現実は、他

に指標が無いのかも知れませんが、いずれに

しても成果を実施だけにすることには少し

違和感を覚えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見の内容を踏まえ、「観戦」につきま

しては、計画書１９ページの「施策項目①ス

ポーツイベントなどスポーツの機会の充実」

に「③スポーツイベント等の情報提供を通じ

て、スポーツを観る機会の充実を図ります。」 

を追加し、また、主な取り組みに「○インタ

ーネット（ＨＰ、ＳＮＳ等）や広報紙（市報

等）を活用し、スポーツに関する様々な情報

の発信〚再掲〛」を追加しました。 

 また、「運営参加」につきましては、計画

書２２ページの「施策項目②スポーツを支え

る人材の育成」の④の文中「スポーツイベン

トの開催には、市民のスポーツボランティア

への参加率を高めることが重要となってお

り、関係機関やスポーツ団体等と連携を進

め、スポーツに関わる楽しさや、活動機会の

発信等、興味・関心を喚起するとともに、継

続的・積極的に参加しやすい環境づくりに努

めます。」に包含されていると考えます。ま

た、基本施策ごとに進捗を図る数値目標とし

て施策指標（計画書２２ページの施策指標４

「過去１年間にスポーツに関するボランテ

ィア活動を行った人の割合の増加」）を設け

ており、原案どおりといたしますが、本市の

スポーツ振興への貴重なご意見として承り、

今後のスポーツ施策を進めてまいります。 

 

３ 

スポーツ・インテグリティやスポーツマン

シップ教育は、特に幼少年時期には不可避の

課題ですし、社会生活にも通じる部分です。

（勿論教育に年齢は関係ありません。）健康

の保持増進を目的としたスポーツであった

としても、様々なルールは存在します。この

スポーツのもたらす社会的貢献、スポーツを

通じた教育的観点、なによりスポーツに関係

する全員が心がけるべきインテグリティ

（「誠実」「真摯」「高潔」）の部分は、市が計

画する推進計画では必ず盛り込まれるべき

項目だと思うのですが、その部分についての

記載がない事は残念でなりません。例えば、

第 3章取組方針にスポーツマンシップ、イン

テグリティ教育の機会充実等を加える事は

出来ないのでしょうか。 

ご意見の内容を踏まえ、計画書１７ページ

の「施策項目①子供たちの体力づくり」に「④

「和歌山市部活動指針」のさらなる周知徹底

を図り、部活動における生徒の安全確保や部

活動の適正な運営など、コンプライアンスの

推進に取り組みます。」を追加し、また、主

な取り組みに「○和歌山市部活動指針の周知

徹底」を追加しました。また、計画書２２ペ

ージの「施策項目②スポーツを支える人材の

育成」の①の文中に「スポーツ・インテグリ

ティ（誠実性・健全性・高潔性）の向上やガ

バナンスコードの順守など」を追加・修正し、

主な取り組みに「○スポーツ団体へのガバナ

ンスコードの普及促進」を追加しました。 

 

 

 


